






平成１２年４月１日に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法
律（地方分権一括法）」が施行されました。同法は中央集権型行政システムを地方分
権型へと転換するものであり、地方分権が本格的な実施段階に入りました。
また、住民生活に目を向けると、日常生活圏が拡大し、市町村の枠を越えた幅広

い移動、交流活動が展開されるようになっています。
こうしたなか、一層進展する少子高齢社会や高度情報化社会への対応、高度化・

多様化する住民ニーズへの対応が求められており、市町村の役割はますます大きく
なっています。さらには厳しい財政状況を踏まえ、行政の改革が求められています。
この計画は上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町が合併した場

合の新市の発展や政策等の方向性を示すとともに、他地域と連携・交流・切磋琢磨
し、周辺地域も含めた広い地域の総合的な発展と振興をめざして策定するものです。
なお、近隣の市町村と連携しなければ推進できない施策等もあることから、将来的
に伊賀がひとつになるという願いも込めて、合併後の新市の枠組みだけにとらわれ
ず伊賀全域の振興についても考えるものです。
また平成１４年度に策定した「新市将来構想」の理念等を踏まえつつ、新市が一体

となりすべての住民が健康で幸せな生活がおくれるよう具体的な施策を計画してい
ます。

この計画は、速やかに新市としての一体性を確保するとともに、ハードだけでな
くソフト面にも配慮した計画となっています。すなわちこの計画は新市のまちづく
りを推進するための計画であり、そのために必要な事業や財政的な計画を策定する
ものです。
また、この計画は新市の総合計画にも受け継がれ、年次計画に基づき推進されて

いくこととなります。

この計画は、
序章
第１章　合併関係市町村の概況
第２章　主要指標の見通し
第３章　新市のまちづくりの基本方針
第４章　新市の施策　（県の取り組みも含む）
第５章　公共的施設の適正配置と整備
第６章　財政計画
の７本の柱で構成します。

この計画は合併後１０ヵ年の計画とし、その間に行なう施策等について記載してい
ます。
財政計画については合併後１５年間交付税の特例措置があることから特例措置が終

了した後も健全な財政状況を維持できるよう、それぞれ過剰に見積もることのない
財政計画とします。



当地域は三重県の北西部に位置し、北は滋賀県、西は京都府、奈良県と接してい
ます。近畿圏、中部圏の２大都市圏の中間に位置し、それぞれ約１時間の距離です。
近年ではこのような条件から三重・畿央地域として首都機能移転候補地にも挙げら
れています。
地形は北東部を鈴鹿山系、南西部は大和高原、南東部を布引山系に囲まれた盆地

を形成しており、低地・台地は少なく、丘陵地が多くなっています。このため、限
られた平地や台地を農地や宅地として利用していますが、近年では丘陵地等を開発
し、住宅団地なども形成されています。
また、水系は大阪湾に流れ込む淀川の源流域であり、近畿圏域の水源地となって

います。当地域を取り巻く森林は地域の景観を形成するとともに、水源かん養、水
質ろ過等の公益的機能を発揮しています。このため、自然環境の保全に対して住民
の関心が高く、多くの地域で自然との共生をめざした活動も展開されています。

当地域の気候は夏の蒸し暑さと冬の底冷え、朝夕と日中の気温の差など、寒暖の
差が激しい典型的な内陸型気候となっています。また、県内では比較的降水量が少
ない地域でもあります。



合併した場合の新市は、東西約３０km、南北約４０kmの縦長で、面積は約５５８
になります。
土地利用としては森林が全体の約６２％を占める一方、農用地が約１４％、宅地は

約５％となり、森林などの自然と共生しつつ、限られた土地の有効利用を図ること
が必要となっています。

昭和５０年頃までは人口は減少傾向にありましたが、その後、企業の進出や住宅団
地の開発などにより、人口は緩やかに増加しつつあります。近年においては経済の
低迷や住宅団地への人口流入が落ち着きを見せ始めたことにより、全体として微増
にとどまっています。
特に住宅団地を抱える地域では、同世代の世帯が急激に流入したため、高齢化も

急激に訪れることが予測されます。なお、北部地域は、昼間人口、夜間人口に大き
な差異は見られませんが、南部地域では大阪方面への通勤・通学者が多く、昼間人
口が少なくなっています。
世帯数については、核家族化や住宅団地への流入等により増加していますが、１

世帯あたりの人員は年々減少の傾向にあります。



当地域の産業構造をみると、農林業を中心とした第１次産業については年々就業
者数が減少しています。
第２次産業については、名阪国道の物流利便性を受け、上野新都市内への工場立

地等により、地域内産業への波及効果が期待されています。
第３次産業については、サービス業を中心にその割合が高まっており、観光関連

産業の活性化が望まれています。
近年では、自らつくった農林産品（第１次）を加工し（第２次）、販売する（第３

次）、総合的な新しい産業（*第６次産業）も行なわれつつあります。

当地域は京都・奈良や伊勢を結ぶ大和街道・伊賀街道・初瀬街道を有し、古来よ
り都（飛鳥、奈良、京都など）に隣接する地域として、また、交通の要衝として、
江戸時代には藤堂家の城下町や伊勢神宮への参宮者の宿場町として栄えてきました。
このような地理的・歴史的背景から京・大和文化の影響を強く受けながらも独自

の文化を醸成し、伊賀流忍者や俳聖松尾芭蕉や横光利一のふるさととして、また、
吉田兼好ゆかりの地としても広く知られており、歴史文化の薫る地域となっていま
す。
歴史・文化的な背景を受け、三重県は東海地域に属しているものの、地理的条件

や文化的背景から、「伊賀は関西」という考え方が古くから定着しています。



構成市町村の人口は増加傾向で推移してきましたが、近年は他地域からの転入者
数の減少や少子化等により、増加率が低下しています。今回、新市の将来人口の推
計を行ったところ、平成１２年をピークに今後減少に向かうことが予測されます。
高齢化の傾向はさらに進展し、老年人口比率は平成１２年の２３．０％から平成４２年

には３０.７％にまで増加するものと推計されています。高齢者の増加により、保健・
医療・福祉等に対するニーズはますます増加・多様化することが予想されるため、
その基盤整備を早急に進める必要があります。
出生率の低下は全国的な傾向ですが、要因としては、価値観の多様化による晩婚

化や子育て負担感の増大などによる１夫婦あたりの出生数の減少等が考えられます。
少子化の進展により、労働力人口の減少や地域社会の活力の低下等が懸念されるこ
とから、安心して出産・子育てができるような環境の整備が必要になっています。
また既に開発されている宅地の有効活用や公営住宅建設等の住宅整備、企業誘致

や創業促進等による雇用機会の創出などにより、若者の定着や流入を促進すること
も必要になっています。
新市では、これらの施策を市民と行政がともに展開することにより、将来にわた

り人口１０万人を維持できる持続発展可能なまちづくりを進めることが重要となって
います。

国立社会保障・人口問題
研究所による各市町村人
口推計の和で算出

平成１２年の*合計特殊出生率
を平成５年～平成９年までの
平均値で仮置きし、平成４２
年を１.２として試算した。

※ 国勢調査において年齢不明の
方がいるため、総人口と３区分
別人口に差異があります。



世帯数は、核家族化の進行や高齢者も含んだ一人暮らし世帯の増加、また人口の
多い上野地域の若者の定着率が高いことなどから、当分の間増加するものと見込ま
れます。
今後、高齢者のみ世帯や高齢者の一人暮らし世帯も増加することが予測されるこ

とから、高齢者が安心して生活できるような地域づくりが必要になっています。

＜推計方法＞
平成７（１９９５）年から平成１２（２０００）年における国勢調査の男女・年齢（５歳階級）別の一般世帯数

をもとに世帯主率を算出し、２期間の変化率を将来にわたっても一定と仮定し、人口に世帯率を掛け
て世帯数を推計しました。
※世帯主率：人口に占める世帯主の割合　（例：３０～３４歳の男性の世帯主率＝
「３０～３４歳の男性のうち世帯主となっている人の数」÷「３０～３４歳の男性人口」で示されます。）

少子高齢化にともない、就業者数は平成７年をピークに減少に転じつつあります。
就業者数の減少は地域経済への影響が大きいことから、特に高齢者や女性を含めた
雇用の確保を図ることが必要になっています。
第３次産業就業者数は平成１７年まで増加すると予測されますが、第１次、第２次

産業就業者数は減少するものと予測されます。しかしながら、地域の自然環境保全
や適正な土地利用の面からも第１次産業の振興は大切であり、今後、担い手を確保
するとともに、第２次産業や第３次産業との連携を深めた総合的産業（*第６次産業）
へと発展させていく必要があります。



＜推計方法＞
推計された就業者数をもとに、平成７年から平成１２年における産業３区分別就業率の変化率を将

来にわたり一定と仮定し、推計を行った。
なお、第１次産業就業率は伊賀地区全体の推計と同様に、平成７年から平成１２年における第１次

産業就業者割合の変化率が年次ごとに半減していくと仮定した。



時代の潮流や構成市町村を取り巻く環境を踏まえ、新市の目指す姿を次のとおり
掲げ、地域の*ポテンシャルを高めながら自立した新市の創造をめざします。

将来像：

地域社会を創造し継承していくのはそこに住む人びとであり、一人ひとりが想い
を持って地域活動に取り組み、そのエネルギーを高めたとき、個性あふれ魅力のあ
る地域が形成されます。
自己の想いが実現でき、自分たちの住んでいる地域に愛着を感じられるまちづく

りをめざしていくことが、住み良さを実感できるまちの実現につながります。
当地域は歴史や文化などの面において共通点が多くありますが、それぞれの地域

独自のものも多くあります。まずは各地域で市民自身の手によるまちづくりの自治
が行われ、新市が一体となって共生・連携することにより、それぞれが持つポテン
シャルを高めながら、他の圏域と交流していくことにより、自立した新市の創造を
めざします。

「補完性の原則」に基づき、市民自身が、あるいは地域が自らの責任のもと、ま
ちづくりの決定や実行をしていきます。また、行政はこれらの活動を支援するとと
もに自己改革を進めるなど、あらゆる面において自立した自治を形成します。

「家族や地域などの小さな単位で可能なことはそれに任せ、そこでは不可能もしくは非効率なもの
を、市町村や県、国などのより大きな単位が行う」という考え方

「自然との共生を図り、あらゆる人が共に同じ地域で暮らせるまちづくりを進め
る」という考え方が大切となっています。各地域が持っている様々な資源を有効に
活用しながら、次世代に引き継いでいける持続発展可能な循環型の地域を形成しま
す。

市民が情報を共有し、自由に行き来できる環境づくりに努めます。各地域の資源
を総合的に活かし合いながら、他圏域と交流し連携を進め、創造性あふれる地域を
形成します。



新市を次の３つのゾーンに分けて、それぞれ計画的な施策の展開を図ります。ま
た、各ゾーンが持つ特色を発揮しながら有機的な連携を図り、新市の一体的な発展
につなげていきます。
具体的な土地利用計画については、新市発足後に審議機関を設け、計画の策定等

に取り組みます。

鈴鹿国定公園、室生赤目青山国定公園の２つの国定
公園区域やその周辺及び山林等の区域を森林ゾーンと
位置付け、景観形成や生態系の維持、水源かん養等公
益的機能を持たせます。
当地域の自然環境保全は、農林業の振興と関わりが

深い状況にありますが、昨今の農産物や木材の不況等
により農業や林業を離れる人が多くなり、農地や林地
が荒廃しつつあります。また、戦後の造林施策により
山林は針葉樹が多くを占め、公益的機能の低下や生態
系への影響が生じています。

このゾーンは今後とも山林を保全し、適地においては針葉樹から広葉樹への植え
替え等を促進することで、山林の持つ公益性の強化を図ります。特に新市南部のゾ
ーンは川上ダム上流になることから、こうした機能の拡充を図っていきます。
天然の自然が多く残されている国定公園区域においては、一層環境の保全を図り、

生態系等の維持に努めます。
現在の山林は、木材不況や林業家の高齢化等もあり、荒廃しつつあります。間伐

や枝うちなど適正な管理が行なわれるよう補助制度等を検討するとともに、*グリー
ンツーリズム等の推進や担い手の育成・確保に努めます。
また、山林はゴミ等が不法投棄される恐れも高いことから、監視体制の強化等を

図り、適正な維持管理を図ります。



森林と生活が密接に関係し合うのが里山です。昔の生活では薪や炭を燃料として
使用していたため人と森林は共生していました。しかし、近年は石油燃料が中心と
なり、薪炭に頼ることがなくなったため、森林と人の生活が遠のき、かつて生活す
ることで自然を保護してきたという里山のサイクルが崩れています。
また、造林施策によって里山も従来の雑木林から針葉樹林に様変わりし、かつて

の里山が持っていた公益性や公共性が薄れています。同時に針葉樹は広葉樹に比べ
保水力が低いといわれており、急な増水や鉄砲水など防災
面からの問題点も指摘されています。
このゾーンには、里山を背景とする農地も広がっており、
地域独特の農業等の展開が見受けられます。農地は概ね集
積されており、大規模農業の展開も可能です。元来、伊賀
米は良質な米として知られ、近年の食の安全に対する志向
からも他の三重米と一線を隔しており、今後も振興してい
く必要がありますが、採算性や従事者の高齢化などの問題
も生じています。また、当地域はやわらかい肉質等で評価
の高い伊賀牛・伊賀豚の産地でもあります。

昨今見直されつつある里山を再生し、里山全体を*フィールドミュージアムとみな
して活用します。また、里山再生についても*ＮＰＯや公益的機能を享受している住
民等との協働は必要不可欠であり、行政としても保水力の高い広葉樹への植え替え
等を支援することで、混交林化の推進を検討していきます。さらに、このゾーンは
交通の利便性が比較的高く、保健休養機能も持ちあわせていることから、都市圏住
民と交流・協働による里山の再生を図ります。
また、農地については、地域の特色を生かし、それぞれの産業が有機的に連携す

ることでお互いに高め合いながら新しい農業形態を創造し、適正な土地利用を図り
ます。適地においては農業“特区”として位置づけ、不公平感のある生産調整の是
正を求めていきます。昨今の経済情勢等から農地にも荒廃がみられつつあり、認定
農業者や滞在型観光農業（アグリツーリズム）の振興等による次代の担い手の育成
に尽力することで農地の保全を図ります。
さらに、昔から大切に守られてきた地域資源や新しく開発された地域資源を有効

に活用し、そこに生活する者が愛着や誇りの持てる地域を創造するとともに、都市
住民には癒しの場の提供に努めます。

主に市街地が形成されている地域です。市街地ゾーンの中には土地利用上の規制
が明確な区域と明確でない区域があります。
また、開発計画のある市街地も、このゾー
ンに含まれています。
既存の市街地では、ある程度の商業・産

業の集積が行なわれていますが、一部の区
域では市街地の空洞化も見られます。
このゾーンは、今後も地域の商業・産業

の中心的な役割を担うことが期待されるた
め、市街地活性化等の対策も必要となって
います。



市街地については適正な土地利用に誘導する必要があり、新市における都市計画
区域の見直しとあわせ、計画的なまちづくりを行う必要があります。
また、地域の商業・産業の中核的な機能や地域間の連携を強化するためには、道

路や公共交通機関の充実も必要となっています。新市の交通体系のあり方とともに
道路の*セットバック等による整備や公共交通機関の連携等による充実を行い、アク
セスの向上を図っていきます。
さらに、既存の商業集積地域では、地域固有の文化・歴史を尊重し個性を伸ばす

取り組みとして、まちなみや景観保全など身近な環境や生活空間に着目した取り組
みを推進します。これを基軸として、住民自らが安心して生活でき、かつ暮らしや
すさを追求できるよう、秩序あるまちづくりを行い、商業機能の再編強化に努める
ことで、新たな生活・交流の場を創造し、まちに賑わいや活力を再生させる施策を
展開します。



これまでは行政が主体となり、国による関与のもと全国各地で画一的なまちづく
りが進められてきました。しかし、国民の最低限度の生活保障や社会基盤整備があ
る程度達成された今、住民が主役となったまちづくりや個性あふれる豊かな地域づ
くりが求められています。
新市においては、基本理念にもある補完性の原則に基づき、少子高齢社会への対

応や環境保全といった地域を取り巻く様々な課題に住民が積極的に取り組んでいけ
る、地域自治･住民自治の仕組みづくりを構築し、それを実現していける自治体行政
の組織･体制づくりを行います。

合併により新市の規模が拡大しますが、同時に地域内分権改革を進め、行政の業
務を狭域で有効なものと広域で効率なものとに整理することで、地域特性に応じた
専門性の高いサービスの提供が可能となります。
「狭域有効業務」は、住民自治が行われる範囲内で、できる限り自治会や*ＮＰＯ

等を含めた住民との協働で行うことが求められます。
「広域効率業務」は、補完性の原則に基づき広域的な処理が求められ、全市民の

利益につながる業務を行います。これらの業務については、名張市との広域的な連
携強化を進めていく必要があります。



狭域業務、広域業務をそれぞれ有効かつ効率的に運営するためにも、行政組織内
分権が求められます。
まず、補完性の原則に基づき、住民自らが各地区での自治が行える場として、「自

治センター（仮称）」を設けます。次に、住民自治を補完する行政機能として、旧市
町村単位に支所を設け、住民への窓口サービスや地域振興業務などを行います。そ
して、全市一体となった発展を図るため、主に企画、総務、議会、広域行政を行う
本庁を設けます。
組織は極力スリム化、*フラット化させ、支所長等の権限を充実させることにより、

意思決定の迅速化を図ります。
将来的には、自治センターを中心とした自治の権限・機能が確保・拡充されてい

くことにより、行政業務全体の見直しを行い、総合性・機動性を確保したスリムな
組織と行政システムを構築していきます。



誰もが自由に参加しながら、身近に地域の課題を話し合い解決できる場として、
住民自治組織が必要です。新市では、各地域で住民自治が確立でき、それぞれの地
域の意見が行政施策へ反映されるよう、自治基本条例などにより制度化を図ってい
きます。また、地域住民が主体となって「住民自治協議会（仮称）」を設置する場合、
行政は必要に応じて設置･運営を支援していきます。

制度化にあたって対象とする住民自治協議会の要件は、次のとおりとします。
）区域を定めること。
小学校区（旧村）単位を基本とし、地域の事情によっては中学校区単位なども
考えられます。
（子どもからお年よりまで参加できるためには、一般的に小学校区の範囲が限　
度とされており、また、今後、地域福祉や地域教育、地域防災といった課題に
対応していくには、小学校区単位程度の範囲が最適と言われています。）
なお、区域をさらにいくつかに分割する場合には、当該区域の住民で話し合い
のうえそれぞれで組織化し、その連合組織を住民自治協議会の単位として取　
り扱います。
）会員は、その区域に住所を有する者であれば、個人、団体、企業等を問わず誰　
でもなれること。
）組織設置の目的が、その区域内の住民・団体等の相互の連絡･親睦、地域環境の
整備など良好な地域社会の形成に関するものであること。（宗教活動や政治活動
を目的とするものでないこと。）

）規約を定めていること。
目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格、代表者、会議など。
）組織全体の運営にあたる役員や代表者は、民主的に選出されたものであること。
必ずしも直接選挙による必要は無く、地域住民総会において選出方法なども考　
えられます。

●諮問機能…当該地区における市の施策について、市長（支所長）からの諮問
に応じて意見を述べることができます。
●提案(勧告)機能…当該地区における市の施策について、市へ提案･勧告するこ
とができます。
※特定地域に関する業務は基本的に支所で対応することから、これらの機能
に関する部分は、支所長の諮問機関として位置づけます。

当該地区で行われる行政事務に関し、住民生活と関わりが深いものは、あら　　
かじめ地区の同意を得るものとします。
（例）
a.地区の同意を得て行政が実施できるもの
・都市計画の地区計画
・地区内の生活道路の維持管理･修繕（箇所付けや順位など）
・一定規模以上の開発･建築　など
b.地区の決定が行政の決定となるもの（但し詳細については双方の合意が必要）
・自治センターの管理運営
・*コミュニティ広場の維持管理　　など



地域まちづくり計画は、住民自治協議会が策定する地域住民自らが取り組む活動
方針･内容を定めたものであるとともに、地域と行政が協働で取り組む内容も含まれ
ます。
また、新市において総合計画の地区別計画を策定する際は、広域的な観点から調

整が必要な場合を除き、地域まちづくり計画をベースに策定していきます。

新市発足時に全地域で住民自治協議会の設置が困難な場合は、地域の課題が新市
に反映できないことも想定されるため、住民自治協議会が設立されるまでの間、支
所長の諮問機関として「地域振興委員会（仮称）」を暫定的に設置し、構成委員につ
いては、当該地区の住民において選出できる制度を創設します。

住民自治協議会は任意の組織ですが、将来的には、対外的な業務や財産管理など
も行うことが予想され、その際には法人化の必要性も出てきます。現行法上では、
これに対応できる制度が不十分なため、当面の間は市条例による認定団体の制度な
どにより対応しつつ、今後、地方自治法の改正などがあった際に、法人化への移行
を検討していきます。



これからは、市民が主役となり地域が主体となった分権型のまちづくりを、
に基づいて実現していく必要があります。

自治を担う自立した「市民」は、行政との関係をこれまでの垂直的な関係から水
平的、自立的な対等・協力関係とし、「わたしたちのまちはわたしたちの手でつくる」
という自己決定、自己責任の原則の気運を高めなければなりません。一方、自治体
行政が「市民」から共感が得られる行政運営を行うためには、地域住民にとって最
低限必要な公共サービスを図りつつ、まず情報の公開・共有化等により、「市民」が
自治に積極的に参画できる仕組みを「市民」との協働で構築し、住民選択に基づく
最適公共サービス水準を実現していくことが、合併後の新市における新しい行政シ
ステムの根幹となります。

新市が、有効かつ効率的に行政運営をするためには、組織内の分権化が求められ
ます。
まず、先に述べた住民自治の拠点である自治センターを設けるとともに、それを

補完し各種の住民活動等を支援する総合的な地域行政機関として、旧市町村単位に
支所を設け、住民への窓口サービスや地域振興業務を行います。そして、全市一体
となった発展を図るため、支所間の調整や専門性の高いサービス、新市全体にかか
わる企画、総務、議会、広域行政を行う小さな本庁を設けます。
支所等については、機能充実が必要なほか、施設面でも老朽化や耐震性、*バリア

フリーへの配慮などが課題となっており、今後整備も含めた改修等についても検討
します。
また、サービスの充実や効率化の観点から、組織は極力スリム化、*フラット化さ

せ、支所長等の権限を充実させることにより、意思決定の迅速化を図ります。
これら自治センター、支所、本庁は、*ＩＴ基盤の整備充実などにより、有機的に

連携しながら、行政サービスの提供や自治の確立をめざします。
将来的には、自治センターを中心とした自治の権限・機能が確保・拡充されてい

くことにより、行政業務全体の見直しを行い、総合性・機動性を確保したスリムな
組織と行政システムを構築していきます。

住民自治活動が機能する仕組みとして住民自治協議会の設置を条例により制度化
するとともに、行政は必要に応じて設置･運営を支援していきます。
但し、住民自治組織は、地域住民が自発的に設置するものであり、自治活動もあ

くまで自主的なものであることから、行政による過度の干渉や支援により自主性が
損なわれることのないよう配慮します。
人的な支援は、各支所に配置の地域振興担当により、自治組織の設置・運営や地

域まちづくり計画の策定などに関して助言や情報提供を行います。
住民自治活動の拠点場所として設置の自治センターは、既存の地区センターや地

区公民館等の活用を基本とし、類似の施設がない場合には小中学校の空き教室など
既存の公共施設を有効利用するなど、過大な投資にならないよう配慮しつつ整備し
ます。
また、住民自治活動に対しては、地域の創意･工夫が発揮され、より活性化できる

ような財政支援制度を設けます。

*



住民と行政が協働してまちづくりを進めるためには、情報の共有化や市民活動の
支援、行政改革などが必要であり、自治基本条例や市民参加条例などの自主条例の
制定を通じて、これらの取り組みを自治の基本として永続的に確保していきます。

計画なくして実行なし。参加なくして計画なし。情報なくして参加なし。住民参
加をどのように進めていくかが、行政改革の重要なポイントです。
情報を共有していくためには、単に行政が情報を公開するだけではなく、様々な

手段によって積極的に発信し、さらに、住民がその情報に対するチェック機能を強
化させることで、住民自身が行政に対する参画意識を高めていくことが大切です。
計画段階から住民と行政が一体となって生活者起点の発想で施策展開を図ること

で、住民がずっと住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。

住民が主体となった自治活動や*ＮＰＯ活動等をさらに進めるには、相互の連携や
情報の共有などが必要となります。このため、行政が設置し、民間団体（ＮＰＯ）
が運営を行う市民活動支援センターを設け、各種活動に対する支援体制の整備を行
います。
※市民活動支援センターが設置されるまでの間、支所においてこれらの業務を
補完します。

*



生活者を起点として、住民が主体となったまちづくりを進めていくには、これま
での行政職員の意識や行政の仕組みを見直すなど抜本的な行政改革が重要となりま
す。
また、一定の基準により住民と行政の役割を明確にするほか、協働の仕組みづく

りのひとつとして、計画(plan)・実行(do)・評価(check)･改善策の実行(action)からな
る行政経営手法を機能させ、行政に対する住民の評価や独立した外部監査機能を導
入します。

行政体としての自治能力を高めるためには、自ら決定できる権限、自己で調達で
きる財源、専門的・政策的な業務が行える人材の確保などが必要です。

住民の多様なニーズに応え、独自のまちづくりを進めていくためには、自ら政策
立案した事項を決定できる権限が欠かせません。権限の多くは、県が有しています
が、地方分権の流れや人口規模の拡大などにより、県からできる限りの権限や財源
の移譲について要求し、必要な権限を包括的に確保することをめざします。
特に、新市が重点を置いて取り組んでいく分野については、権限・財源の移譲に

ついて強く要求し、確保するよう努めます。

県（国）からの権限移譲と合わせてその執行に必要な財源を移譲するとともに、
自主課税制度の検討を行うことで、新たな財源の確保に努めます。また、行政本来
の役割の見直しや外部委託、民営化などにより、経費の節減に努めていきます。

独自のまちづくりを実行していくため、専門的な政策形成ができる職員の育成や
確保を図っていきます。また、専門的な分野については、優れた能力を身に付けた
人材を外部から登用するなど、柔軟な人事体制を構築します。

これからの行政運営は、管理から地域の経営へ視点を移し、抜本的な改革を図っ
ていく必要があります。このため、民間の経営手法や民間活力を導入し、行政部門
の効率化、活性化を進めます。





かつてない少子高齢社会を目前にして、医療費や介護費などの増加及び働き手の減
少による産業や消費の停滞による税収の減少が予測され、国や地方自治体の財政悪化
が懸念されています。また、生活様式や価値観の多様化により、家庭や地域における
相互扶助機能が低下しており、これが将来生活への不安を助長する一因ともなってい
ます。
このような情勢のなか、安心して生活し、より良い生涯を過ごすためには、健康づ
くりや医療の充実はもちろんのこと、最低限必要な社会保障の確立や当事者主体の地
域福祉の推進が不可欠です。そのためには、行政、社会福祉法人、医療法人、*ＮＰＯ、
ボランティア団体、民間企業等々、多様な主体が相互に連携をとるとともに、市民と
行政の協働による*ボトムアップ型の政策展開が必要となっています。住民が主体的に
健康・福祉に参加できるよう、現況の健康・福祉サービスについて問題点も含めて情
報公開を徹底するとともに、住民が主体となったワーキンググループを結成するなど、
計画から実施まで住民が関与することで身近な福祉の実現を図ります。
今日、国の規制緩和方針と連動し、福祉サービスを市場競争システムに委ねようと
する考え方が出てきています。しかし、*憲法２５条をはじめとする福祉への公的責任は
重要であり、公と民が協働で取り組むことで「安心して暮らせる社会」の構築を行な
います。
たとえどのように文化水準が向上しようとも、生活上の困難は存在し続けることが
想定されます。すべての市民が、その人らしく、安心して暮らしつづけることを相互
に保障できる“福祉でまちづくり”をめざし、一人ひとりが人として尊重され、人と
人とが心のつながりを持ち、生きがいと夢をもって暮らせるまちをつくり上げていき
ます。

健康づくりには、病
気の予防や、病気の早期発見、そして一人ひとりが健康への関心を高めることが重要
です。そのため、健康診断の受診率向上､受診結果を早期治療につなげる支援など、予
防医療の充実を図ります。特に、生活習慣病については、早期から職場や地域で研修



の機会を設けるなど、地域全体で生活習慣の改善に取り組みます。
また、既存の施設を拡充して、事業の中核となる健康増進施設とし、一人ひとりの
健康指導を行い､リハビリや軽いトレーニングのできる機能を持たせます。さらに、参
加型のスポーツイベント等を開催することで、健康意識を高揚し、高齢者や障害者の
社会参加を支援します。
健康であるには、こころの健康も重要であり、学校や職場での専門的カウンセラー
の確保や医療機関とのネットワーク化、自然環境を活かしたストレス軽減の場づくり
などにより、生涯を通じた精神衛生の充実を図ります。
また、安心して暮らすためには、医療機能と介護機能の双方が必要であり、高度先
進医療や三次救急にも対応できる基幹病院の整備・充実、身近な日常的診療にあたる
ホームドクターと中核医療機関との連携強化、*ＩＴを活用した在宅健康管理システム
の導入などに取り組んでいきます。救急医療については、より速くより適切に対応で
きる組織づくりや、住民への知識・技術の普及向上、さらに、医療・福祉・保健が一
体となった専門職チームの組織化などを行います。
高齢者介護については、地域において安心して住み続けることができるよう、既存
施設や空き家などを活用する仕組みを整え、虐待などの緊急事態に対応する一時的な
待避機能を確保するとともに、*ＩＴを活用した見守りシステムを充実させるなど、こ
れまでに蓄積されてきた社会的資源を充実改善し、高齢者がより一層安心して暮らせ
るようにします。
さらに、社会的に不利な立場にある人が、災害時に取り残されることがないよう、

自主防災組織や災害ボランティアの育成・充実、当事者も含
めた地域ぐるみでの防災訓練や、安全点検の定期的な実施な
どの安全対策に取り組みます。
また、小規模で多機能な総合相談窓口を自治センター単位
で設置するなど、生活上の困難に対して気軽に相談に応じ、
具体的な解決に導くことができる体制を整えます。
また、安心して暮らすための要素である住宅についても、
既存住宅の*バリアフリー化をはじめ、新設住宅の*ユニバー
サルデザインに基づく整備を進めます。

障害者や高齢者などがあたりまえに等しく幸せに暮らせるまちをつくるため、ノー
マライゼーションの実現は重要で大きな課題となっています。
一人ひとりが尊重され、それぞれの幸せを実現するためには、公と民が互いに力を
合わせ、行政の公的責任を後退させることなく、信頼感ある公正な福祉社会を築くこ
とが求められます。
ノーマライゼーションを阻むものには、物理的障壁や意識上の障壁など様々ありま
す。物理的障壁については、道路や建物の段差解消や低床バスの導入等、だれもが安
全で利用しやすいユニバーサルデザインの概念に基づく福祉のまちづくりを推進して
いきます。同時に、障害者の就業確保のための*ジョブコーチ制度の充実や多様な就業
形態の創出・定着を促すなど、条例の制定も視野に入れ、バリアフリーの徹底を図り
ます。
こころのバリアフリー化は一見やさしいようでなかなか進まないことでもあります。
一人ひとりが社会的に不利な立場にある人の心の痛みを理解し、そのような状況にお
かれている人があらゆる機会に参加できる仕組みをつくっていきます。
また、「人が人を支援する場」に参加するための情報に、能動的にアクセスできるよ
う、参加手段および情報共有手段の確保と体制づくりを実現するとともに、違いを認
め合い、違いを大切にすることで福祉教育の充実・向上を図ります。

*



さらに、社会的に不利な立場にある人が、地域社
会から隔離されたり、不当な扱いを受けることがな
いよう、専門機関を設け、的確に取り組んでいきま
す。医療や福祉の現場において、サービスを受ける
人の権利が十分に尊重されないことも起こっている
現在、利用者が納得して福祉サービスや医療を受け
られるよう、利用者本位の体制づくりを進めます。
本人の意思に反して人権が侵害されるおそれのある

場合には、緊急に介入して関係調整と適切な支援が行えるよう、ニーズ発見の仕組み
と人権保護のシステムを充実します。
また、不当な販売行為や財産の侵害、虐待などの権利侵害を防ぐため、法や制度を
充実させ、関係分野の専門家の確保を行います。同時に、本人自身の解決能力の強化
を図るため、権利や法・制度に関する知識を普及啓発し、制度の利用を支援します。

措置される福祉から選択する福祉へと制度が変わってきています。住民参加型の福
祉社会のなかでは、こころ豊かな生涯教育や自らの福祉文化をつくっていくために、
一人ひとりが十分に考えながら活動に参加しなければなりません。
超高齢社会においては、人材の確保は重要な課題となっています。健康で働く意欲
があり、知識や技能を有する高齢者が地域社会で活躍・貢献することができる人材セ
ンター等の機能拡充を図ると同時に、個人、団体を問わずそれぞれの個性を活かしつ
つ連携できる*地域福祉プラットホーム型のシステム実現に取り組み、様々なサービス
を必要とする人と提供する人とが結ばれる環境づくりを進めていきます。
また、移動手段の不足が社会参加の妨げとならないよう、障害のある人や高齢者を
対象とした外出支援事業の充実を進めるとともに、タクシーを活用したドアtoドアの
新交通システムの開発・導入や電動スクーターの普及促進など効率的で有効な移動手
段を整えます。ドアtoドアを一層拡充し、ベッドtoベッドの移送システムも私的に活用
できるよう、方策の一層の充実を図ります。さらに、*ＩＴの整備などにより、移動せ
ずに社会参加ができるような手段・方法の確保についても検討します。
潜在している能力を発掘活用して福祉に役立てられるよう、様々な機関や団体によ
るオリジナリティあふれる研修を提供したり、関心のある人が気軽に、少しの時間で
もボランティアに参加できるよう、多様な手段を用
いて情報提供していきます。
支援の形態は、近隣を中心としたものから、*ＮＰ
Ｏやボランティアなどエリアを越えて支援するもの
まで多様にありますが、良好な近隣支援関係を構築
しつつ、行政と住民が共有できるサポート機関を設
置します。
また、個人やボランティアの力には限界があるた
め、行政としても積極的に支援していきます。

男女共同参画と言われながらも、家事、育児、介護などの負担が女性に偏っている
ことは事実であり、女性への負担が特にかかる社会環境や意識については、変革して
いく必要があります。育児については父親の協力はもちろん、家族や地域の支援も不
可欠であり、妊娠・出産が仕事上もマイナスにならない社会環境や仕組みづくりが求
められます。



また、幼稚園や保育所のそれぞれの機能を大切にしつつ、共存、連帯ができる公正
な子育てシステムを構築することも必要です。
平成１４年度の*合計特殊出生率は１.３２（全国平均）であり、この低い水準を今後解
決できる目算は立っていません。出産は個人の自由意志ですが、子育てに夢が感じら
れ、子育てを親が幸せと感じることのできる地域社会づくりを進めていくことにより、
少子化に歯止めをかけていきます。
小児医療の充実を図り子育ての不安を軽減するとともに、就労と育児を円滑に両立
させるため、通常保育はもちろんのこと、乳児保育、一時保育、夜間保育、学童保育
など、多様なニーズに対応した保育スタイルを充実させます。また、育児相談の実施
や、高齢者と若者との交流の場づくりなどを促進し、地域社会全体で子育てをすると

いう意識の醸成に努めます。
今日、保育・教育分野をも市場システムに委ねよ
うとする提言がありますが、すべての子どもの健や
かな成長のためには、経済的・家庭的環境などに関
わらず、十分な保育・教育を受けられる仕組みをつ
くり、障害の有無で区別されることなく共に育ち学
び合えるよう、保育・教育システムのさらなる充実
を図り、子どもの発達を保障する体制を整えます。

若い世代が、当地域に数多く生活することは、経済的側面だけでなく、支え合いの
福祉*コミュニティの活性化につながります。若者をはじめ各世代の人たちが、このま
ちを選び、このまちに住んだことへの幸せを次代に伝えられるような福祉社会を創造
していきます。
そのためには、教育機関の充実や就業の場の創出・拡大が必要であり、２１世紀の

*リーディング産業である医療・健康・福祉関係の企業の誘致や地元中小企業の新事業
展開を支援します。
多くの分野で*グローバル化が進行しつつある今日、若者の定着を図ることは、たや
すいことではありませんが、予想される厳しい社会経済情勢のなか、高齢者と若者が
力を合わせ、あたたかく交流することにより、若者が社会的評価を得、自己の存在意
義を実感できることが必要です。
そして、ベンチャービジネスへの起業支援はもちろん、伝統産業の*ユニバーサルデ
ザイン化プロジェクトなど、新しいアイデアと創造力が活かせる仕組みづくりを検討
し、年齢や性別などに関わらず、だれもが自分の考えを発言でき、お互いを認め合っ
て意見交換し、そのことを通じて
因習か伝統文化かを取捨選択して
現代の生活スタイルに即した新し
い支え合いコミュニティを構築し
ます。
また、様々な価値観と出会い、

共生する能力を身につけるため、
世代間の交流を深めることはもち
ろん、農村部ホームステイの推進
や他地域の若者を受け入れること
ができる体制づくりに取り組みま
す。





当地域は淀川水系の源流域に位置しており、豊かな緑と水に恵まれています。し
かし、住宅化や工業化等の進展により、自然環境が変化していることに加え、農林
業の衰退にともない、森林・農地のもつ公益的機能が低下してきています。
また、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会活動やライフスタイルの浸透

により、廃棄物の増大や生活排水による水質汚濁等の問題が深刻化しているほか、
当地域においても地球温暖化や酸性雨など、地球規模の環境問題が顕在化してきて
います。
そのような背景を受け、“もの”から“こころ”の豊かさへと価値観が変化してき

ており、複雑かつ多様化する環境問題を解決していくために、住民、事業者、行政
がそれぞれの意識や行動を見直す必要があります。大切な地域資源である豊かな自
然環境を次世代に引き継ぎ、“人”と“自然”とが共生できる地域を形成するため、
多様な主体の協働を促し、環境への負荷を与えない循環型社会を構築します。
住民が快適かつ豊かな日常生活を送るためには、住環境や情報環境の整備・充実

を図るとともに、自然環境との調和を考慮した、災害に強いまちづくりを進める必
要があります。近年においては、都市化の進展等にともない、近隣住民との連帯意
識が希薄化していることから、*コミュニティの機能を再生し、行政と企業、住民相
互の自主的な防災・防犯活動や警察、消防等との協働により、安心して生活できる
安全な伊賀地域を形成します。

森林は、水源かん養、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収など、多面的な機能を
有しています。しかし近年、採算性の悪化や林業従事者の高齢化・減少にともなう
担い手不足のため、適正に管理されずに放置されている森林が増加しています。そ
のため、ボランティアや*ＮＰＯ等との協働による新たな森林づくりをめざし、地域
住民や都市住民等の参加を促すことで、間伐や針葉樹・広葉樹の混交林化等を推進
し、森林が持つ機能が持続的に発揮できるように努めます。同時に森林の公有化や
公的管理について推進することにより、水源かん養のための環境林創設に努めます。
また、新たな公的施設の建設については、できるだけ木造とし、地場産木材を優先
的に使用することで林業の維持存続に努めます。
農業については、農家の高齢化、中山間地域の過疎・高齢化等により、耕作放棄

地や荒廃農地が増加しつつあります。水田については今後一層作付面積の減少が進
むと考えられ、その保水・調整機能や多様な生態系の維持機能等が低下することが
懸念されています。そのため、担い手の創出や滞在
観光型農業の振興（アグリツーリズム）など、新た
な農業振興策の推進により、農地の荒廃を防ぎ、維
持を図ります。
当地域は淀川水系木津川の最上流に位置している

ことから、源流域住民としての自覚と誇りを持ち、
“人”と“自然”との共生をめざして、地域が一体
となり、豊かで清らかな水を下流へ送る必要があり
ます。将来にわたり安全・安心な水を提供していく
ため、下流住民や行政機関との連携や協働を推進す
るとともに、水道水源保護条例等の制定により、上
流域の水源地を保全する仕組みを構築します。



河川は多様な生物の生息・生育の場であるとともに、住民にとっても憩いや休養
の場となっています。そのため、治水面の安全性を確保しつつ、生態系や自然景観
に配慮した河川づくりを行い、山から川を通じて海につながる連続性の回復や正常
な水循環系の確保に努めることで、豊かな生態系と良好な河川環境の保全・復元を
推進します。
多様化する環境問題に対応し、自然と共生していくためには、住民一人ひとりの

理解と認識を深め、環境に配慮した生活・行動を実践していく必要があります。そ
のため、学校教育における環境教育を一層充実させるとともに、住民、*ＮＰＯ、事
業者等と行政とがパートナーとして連携し、子どもから高齢者まであらゆる世代に
対する環境教育や体験学習を推進します。
地球温暖化は、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出が原因となっており、住民・

事業者・行政がそれぞれの立場において、日頃営んでいる、あらゆる社会活動を見
直す必要があります。そのため、温暖化対策の啓発を進めるとともに、省エネルギ
ーの実践や自然エネルギー、*バイオマスエネルギーの活用を推進することにより、
自然共生都市の形成をめざします。
ダイオキシンや環境ホルモン等の環境リスクの発生を低減させるためには、住民、

事業者、行政が環境問題に関する専門的な情報を共有する必要があります。そのた
め、安心かつ高度な情報環境を構築し、情報公開の徹底による情報の共有化や相互
のコミュニケーションを円滑化させることにより、環境リスク発生の未然防止を実
現する仕組みづくりに取り組みます。

平成9年に開催された地球温暖化防止京都会議の議定書が締結され、わが国で
は2008年から2012年の間に1990年比6％の温室効果ガスを削減することが義務付
けられています。
また、三重県においても「三重のくにづくり宣言」の中で2010年の目標を「京

都会議の結果を踏まえてできる限り削減する」としています。具体的には「三重
県地球温暖化対策推進計画」で2010年には1990年比6％削減を掲げています。
構成市町村では上野市、伊賀町、大山田村、青山町で「地球温暖化対策実行計

画」が策定されており、それぞれ目標を掲げ、温暖化対策に取り組んでいます。



増大するごみ問題を解決するためには、大量生産・大量消費・大量廃棄型のライ
フスタイルを見直し、循環型の社会経済システムに転換する必要があります。
そのため、従来捨てられてきた“ごみ”を資源として認識し、再使用（リユース）

や再利用（リサイクル）を推進することはもちろん、ごみ自体の発生抑制（リデュ
ース）に取り組む必要があります。今後、住民、*ＮＰＯ、事業者、行政がそれぞれ
果たすべき役割と責任を明確にすることで、伊賀流ゼロエミッション社会の実現を
めざします。
一般ごみについては、分別の種類・形態の一元化等を行うとともに、収集・処理

の広域化を図るなど、合理的な処理方法を検討します。家庭や事業者から排出され
る生ごみや畜産廃棄物等については、たい肥化や*バイオマスエネルギーとしての活
用を促進し、農業従事者と消費者である住民との協力のもと、地域内における有機
資源の循環システムの構築に取り組みます。循環の輪を外れる不法投棄物について
は、啓発や監視活動を強化することにより減少を図ります。また、産業廃棄物につ
いては、その発生自体をなくす生産技術の開発を誘導するとともに、複数の事業者
がネットワークに参加し、お互いに廃棄物を原料として利用することによって地域
から廃棄物が発生しないシステムを構築します。

当地域には、歴史的なまちなみが数多く残されていますが、景観を保全する規則
等が十分でないため、新旧の建物が混在しています。そのため、まちなみ保存のた
めの景観保全条例等を制定し、当地域ならではの歴史・文化にこだわった景観づく
りを推進します。
歴史街道については、脇道の景観についても保全するとともに、標識のほか植栽

や舗装、電線の地中化など、できる限り当地域らしい景観が保全・回復できるよう
に取り組みます。さらに、都市計画等により歴史性・文化性を無視した無秩序な開
発を規制しつつ、美しい景観の保全と生き生きとしたくらしのあるまちの創造に努
めます。
*モータリゼーションの進展にともない、自動車から排出される窒素酸化物（ＮＯ

ｘ）や粒子状物質（ＰＭ）による大気汚染の問題が生じています。そのため、１台
の自動車を共有し効率よく利用し合うしくみ（カーシェアリング）の導入を検討す
るなど、地域交通システムのあり方を総合的かつ抜本的に見直し、歩行者・自転車
優先・優遇の整備を進めます。また、地域社会のさらなる高齢化への対応として、
既設道路の*バリアフリー化、新設道路については*ユニバーサルデザインによる歩
道の整備・充実を図るとともに、公共交通機関の利便性向上に取り組みます。
資源の枯渇が心配されるなか、新市が一体となって風力発電や太陽光発電設備な

ど、自然エネルギーの普及を進めます。
自然景観については、森林や農地の荒廃が進んでいますが、都市景観も合わせた

「ふるさと」の原風景として次代に引き継いでいくため、地域資源として認識し、保

*



全・復元に取り組む必要があります。そのため、地域全体を「伊賀市・*エコミュー
ジアム」とみなし、自然環境だけでなく、歴史、文化、生活様式など、有形・無形
の資源を住民等の参画・協働により調査・研究・保存・展示する「博物館」の形成
をめざします。
飲料水原水の浄水施設並びに生活排水処理施設の充実が必要となっています。木

津川は上流の汚濁が下流より進んでいると言われており、その要因となっている生
活排水の処理を進めなければなりません。水質保全の観点から、し尿と合わせて生
活排水を処理する高性能な合併処理浄化槽の普及促進を図るとともに、下水道につ
いては、公共下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水処理事業等の制度を地域の特
性に応じて臨機応変に使い分け、なるべく住民負担が軽い方法により効率的に整備
していきます。*バイオチップを活用した水を流さない処理方法等の導入についても
研究します。
公共事業については、計画段階から情報公開と住民参加を図り、事前に環境影響

評価を行い、住民との合意形成に努めます。また、その事業の必要性を十分に検証
し、合意形成できない場合には、事業を見直したり、中止できたりする仕組みを構
築します。公共土木工事の計画・施工については、生態系保全の配慮に努めます。

住民の生命や財産を守るため、災害、事故、犯罪等による被害の防止・軽減を図り、
安全かつ安心して暮らせるまちづくりを推進する必要があります。
そのため、あらゆる災害に備えて、治山、治水、砂防や公共施設の耐震対策等を推
進するとともに、常備消防・救急救助体制の広域化や地域連携の強化、災害発生時に
おける避難場所の確保や避難経路の明確化、さらには情報通信基盤を活用した迅速な
情報収集・伝達環境の構築等を図ることで、災害に強いまちづくりをめざします。
また、他人任せからの脱却を促すため、住民の防災意識の高揚を図るとともに、高
齢化がみられる消防団等の自主防災組織の再編や防災ボランティア団体等を育成する
ことで、地域防災体制の強化に努めます。
都市化の進展や価値観の多様化から、近隣住民との連帯意識の希薄化も指摘されて
います。そのため、地域と学校、警察等の関係機関との連携・協力体制を強化すると
ともに、地域*コミュニティの再構築を図ることで、住民相互の自主的な防災・防犯活
動を推進し、災害時の協力・連携の体制づくりや犯罪の未然防止に努めます。
日常生活の移動手段としては、マイカーが中心となり交通量は年々増加しています
が、高齢化の進行や大気汚染の問題等への対応も踏まえ、自動車優先社会を見直す必
要があります。そのため、交通安全意識の高揚や徹底を図る一方、歩道や歩行者専用
道の整備・充実、*コミュニティバス等の導入による公共交通機関の利用促進など、総
合的な観点から交通安全対策を推進します。特に道路
わきの街路樹については交通標識の障害にならないよ
う配慮するとともに、すでに障害となっている場合は
低木や草花に植え替えるなど、自然環境や都市景観と
の調和への配慮等の多面的な観点から安全かつ快適な
道路環境の整備を推進します。
経済成長により、私たちの消費生活は飛躍的に豊かになりましたが、インターネッ
トや携帯電話の普及とともに商品の販売方法等はさらに多様化・複雑化しており、消
費者である住民と販売業者とのトラブルも増加しています。そのため、住民が安心し
て消費生活を送ることができるように、悪質な行為に関する情報提供や啓発活動の充
実、相談窓口の設置等により、消費者保護に努めます。
また、食品の安全性や品質に対する関心は今後さらに高まるものと見込まれること
から、関係機関との協力・連携のもと、住民が安心して豊かで安全な食生活を送るこ



とができるように、適切かつ迅速な情報提供を行います。
農産物の栽培は、低農薬、無農薬で行われるよう農家を指導・支援し、自然で安心
な伊賀ブランドを確立し、地産地消のみならず、上下流で連携した生産／消費の仕組
みづくりを進め、農家の自立経営を支援します。



核家族化や地域のつながりの希薄化などを背景に、家庭や地域における「教育力」
が低下し、犯罪の低年齢化や問題行動が増加してきています。学校においては、い
じめや不登校、校内暴力など様々な問題が生じてきています。このため、家庭、学
校、地域が一体となり、役割を分担しながら相互に補いあい、それぞれの教育力を
充実させることで総合的な教育を推進していきます。
複雑化する社会に柔軟に対応できる人材を育成するため、子どもの教育はますま

す重要になってきています。このため、個性や能力を伸ばし、創造性を十分に発揮
できるよう、伊賀市ならではの教育を行っていきます。
一方、自由時間の増加や、心の豊かさを求める傾向から、学習・文化・スポーツ

活動への参加意欲が高まってきています。だれもが生涯を通して自由にいつでもど
こでも、様々な活動に参加できるよう、指導者の確保と育成に取り組むとともに、
活動の場や機会の充実を図っていきます。
また、地域の歴史や文化をわたしたち一人ひとりが再認識し、さらにそれを深め、

保存、再生や活用をすることによって、地域に誇りを持ち、そのすばらしさを世界
に発信していきます。
これらの施策の根幹として、一人ひとりが尊

重され、大切にされる社会づくりが必要です。
そのためには、個人や社会の意識改革や価値観
の見直しが求められます。生まれや性別、年齢、
国籍、障害の有無などに関わらず、だれもが自
立でき、個性や能力を発揮し、いきいきと社会
参加ができるよう、人権に関する教育や啓発を
推進していきます。
人づくりこそがまちづくりの原点です。わた

したち一人ひとりが成長し、輝くことで伊賀市
は限りない可能性を発揮します。

教育の基本は家庭です。家庭においては子どもが基本的生活習慣や、社会ルール
を身につけることが大切です。さらに学校では、個性や能力を伸ばす教育を行って
いく必要があります。家庭と学校、地域はそれぞれの役割分担を果たしつつ、新市
の地域性、特色を生かした教育を行っていきます。
家庭では子どもの基本的なしつけができていないなど教育の場としての家庭の機

能が低下してきています。子育ての難しさな
どの問題も指摘されており、親やこれから親
になる人を対象とした学習機会の提供、幼児
教育相談所の設置等、家庭教育の支援体制を
充実させる必要があります。
学校では、当地域ならではの特色ある学校

づくりを推進します。地域の歴史・文化を教
材とした学習、伝統スポーツである武道など
に力を入れた学習、また、国際感覚を養うた
め外国語科目が選択できる学習など学校ごと



に特色を出していきます。
また、自分で行きたい学校を自分で選択できるような校区の緩和・撤廃について

も検討を進めていきます。
一人ひとりの個性を伸ばす教育を行うため、少人数学級の実現をめざすとともに、

子どもの能力に合わせた、学びやすい環境を整え、学ぶことに対する意欲や学ぶこ
との楽しさといった基礎的事項に加え、得意分野を評価される仕組みづくりや、一
人ひとりの創造力・思考力を伸ばすことができる教育をめざします。
さらに、教師の民間人登用制や、小中高の一貫教育による教師間交流、教育委員

会のあり方、学校評議員制度の充実等によって、教師の資質の向上を図るシステム
を検討していきます。
地域においては、大人や子どもたちが一緒になって様々な体験を積み重ねること

により、人間関係を深めることが必要です。こうした取り組みを通して子どもたち
が自分の住む地域や人びとに愛着や誇りを持ち、感性豊かな人間として成長してい
くことをめざします。
大人たちは、地域における教育の重要性を認識し、子どもは大人を見て育つとい

う自覚を持ってその役割を担っていかなければなりません。
そのため、大人たちが積極的に地域活動に取り組んでいける社会の構築をめざし、

企業などへの理解・協力体制の啓発を行っていきます。子どもを地域全体で見守り、
しつけ、育てていくことが必要です。

生涯にわたり学習やスポーツなどを行って
いくことは、わたしたちが生きがいを持ち、
健康で楽しい生活を送る上で欠かせなくなっ
ています。
多種多様な学習活動やスポーツ活動に親し

む機会を充実させ、学べる場、交流の機会な
どを拡充するとともに、だれもがいつでも自
由に学べる体制づくりを促進します。
総合的に学べる場としての生涯学習ゾーン

の確立、また、身近に学べる場としては、公民館、学校、福祉センター等を利用し、
サークル・交流活動の充実や専門職員の配置等を考えていきます。
さらに専門的な知識や能力をもった人材情報のネットワーク化を進め、指導面を

充実させていきます。
図書館や公民館等の図書室（図書スペース）については、いつでもどこからでも

読みたい本が借りられるよう、図書のデータベース化や、貸し出しシステムを構築
するなど機能を充実させていきます。
スポーツ、レクリエーションについては、すべての人が参加できる活動の機会を

充実することによって生きがいづくりを積極的に支援します。また、だれもが手軽
に楽しめるよう地域スポーツを振興するとともに、世界に通じる人材を育成するこ
とのできる民間クラブの設立を進めます。このような多様なかたちでスポーツに親
しむことのできる生涯スポーツ社会の実現に取り組んでいきます。

当地域は、松尾芭蕉など世界に誇れる文化人を多く輩出してきました。これら先
人の生き方や活動に加え、当地域の魅力を紹介する副読本等をつくり、伊賀の歴
史・文化のすばらしさを学ぶ体制をつくっていきます。そのことにより、昔の良い



ところを再認識し、現在に活かし、新たな文化の創造に役立てていくことが必要で
す。
新たな文化の創造の一端を担う芸術家を養成するため、活動場所の提供や、活動

の支援体制を確立します。芸術家が育つことにより、優れた芸術に触れる機会が増
え、文化芸術意識が高まります。
また、当地域には、伊賀焼や伊賀くみひもといっ

た伝統工芸があり、これらを伊賀のブランドとして
確立し、全国に向けて情報発信するとともに、この
技を後世に伝えていく仕組みをつくっていきます。
そして、地域外に流出した文化財や、失われつつ

ある文化を、地域内で展示・保存できるよう、博物
館・美術館機能を有した施設の整備を促進するとともに、古き良きものを後世に残
して伝えていくためにも、独自の登録文化
財制度の創設を推進していきます。
文化ホールについては、それぞれに特性

を持たせ、その機能を相互に高めネットワ
ーク化を図るとともに、発信機能を充実さ
せていきます。
地域の文化については、伝承体制を地域

住民が一体となってつくりあげていくこと
が大切です。その活動拠点を公民館とし、
伝統芸能等を次世代に伝えていくことによ
り、個性豊かな地域を生み出します。

だれもが個性や能力を発揮し、自己実現できる豊かな社会を実現していくために
は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくしていかなければなりません。
差別がない人権文化の根付く社会を構築するには、自己の意識改革や社会意識の

変革を促すことが必要であり、教育と啓発がますます重要となってきます。
そこで、学校や家庭などにおいて人権について正しく学び、考えることにより人

権の大切さを理解し、自らが判断できる力を身につけられるよう人権・同和教育を
行っていきます。
さらに、地域や職場などで行われている学習会に参加するなど、あらゆる学習機

会をとらえて、自己の人権意識の向上をめざしていかなければなりません。
一方、企業などにも人権問題に対して自主的に取り組み、生まれや性別、年齢、

国籍、障害の有無などの違いで差別を受けることがなく、平等に自己の能力が発揮
できるような環境づくりを推進していくよう、啓発していきます。
また、すべての人の尊厳が認められ、だれもが不自由なく平等に日常生活をおく

る事ができるよう、*ユニバーサルデザイン
のまちづくりをめざしていきます。学校を
はじめとする施設の*バリアフリー化を促進
するとともに、人権侵害を受けた人の心の
ケアのための相談体制やそれをサポートす
る団体への支援なども充実させていきます。
すべての人が互いの違いを認め合い、共

に支えあっていきいきと社会参加ができる
真に人権が尊重される社会の実現をめざし
ます。





当地域は、従来農林業を基幹産業として位置付けてきましたが、就業者の減少や
高齢化の進展、採算性の悪化等により、競争力のある産業として維持していくこと
が難しい状況となっています。
また、長引く景気低迷の影響に加え、産業構造や消費者ニーズの変化、経済の*グ

ローバル化の進行等により、企業を取り巻く経営環境も厳しくなっています。この
ため、新たな視点から地域産業の維持・振興方策を検討し、その産業を持続的に発
展させていくことが重要となっています。
構成市町村には、緑豊かな自然環境や歴史遺産等の観光資源のほか、農林業をは

じめ多様な地域産業があり、これらの地域資源を有効活用するため、新たな枠組み
で連携・融合できる仕組みを構築し、内発的な活性化を促進する必要があります。
また、圏域外交流を活発化させるため、集客交流資源をネットワーク化し、地域イ
メージを確立することが重要です。
そこで、行政、事業者、*ＮＰＯ等が協働して、２１世紀の伊賀にふさわしい新たな

産業・交流を創造します。

農林業の舞台となる農地や森林は、多面的かつ公益的な機能を有していることか
ら、経済性や効率性だけを重視するのではなく、多様な機能が持続的に発揮される
よう、総合的かつ長期的な視点から農林業の活性化に取り組む必要があります。
このため、農林作業受委託の円滑化や農林地の流動化を促進する仕組みを構築す

ることで、農林業の維持・再生を図り、農地や森林の荒廃防止に努めます。また、
農林業の担い手を確保するため、農林業法人、ＮＰＯ、ボランティア等の新しい組
織を育成するとともに、若者を中心とした*ＵＪＩターン希望者、女性、定年帰農者
等が安心して就農できる環境づくりに努めます。
安心・安全、新鮮な農林産物に対するニーズは今後も高まっていくものと予想さ

れることから、無農薬や有機栽培など、環境保全型の特色ある農法の浸透・定着を
図るとともに、販路を確保するため、消費者の理解と協力のもとで生産できる新し
い仕組みを構築します。また、「*スローフード」や「*食育」の視点から、地元の食
材や伝統的な食文化が見直されるように取り組むことで、地産地消を推進します。
当地域は、伊賀米、伊賀牛、伊賀豚等の産地として農業が基幹産業となってきま

したが、伊賀焼、伊賀くみひも等の伝統的な地場産業や個性のある食料品製造業な
ど、他の業種や産業と新たな枠組みで連携・発展していけるよう支援し、地域内で
生産された物産に市場競争力と文化価値を備えることで、伊賀市をブランドとして
確立し、戦略的に情報発信します。
地域経済の活性化を図るためには、その牽引力となる地元中小企業の経営革新や

創業を促進していく必要があります。大きく変化している経営環境に対応するため、
*マーケティングや*マネジメント面での支援のほか、産学官連携による研究開発や
多様なネットワークの構築等を推進することにより、将来の地域産業を担う人材や
中小企業の育成を支援します。
また、企業誘致に関しては、就業の場の創出による若者の定住効果や地域産業へ

の波及効果を考慮しつつ、既に開発済みの工業団地や地域にある経営資源を有効に
活用・ＰＲして、積極的な誘致活動に努めます。



介護、福祉、育児、環境保護など、日常生活に密着した分野については、民間の
ビジネス領域と捉え、民間への委託やコミュニティ・ビジネスとしての起業を促進
し、行政との協働により取り組んでいきます。
コミュニティ・ビジネスの運営主体は*ＮＰＯ（Non Profit Organization）が中心に

なると想定されますが、従来ボランティア的にみられてきたＮＰＯを新しい利益を
生み出す組織（New Profit Organization）と捉え、その設立や経営基盤を支援します。
コミュニティ・ビジネスを支える仕組みとして、*エコマネー等の*地域通貨制度

や住民から資金を募る新たな金融システムの創設を検討します。地域通貨の導入は、
貨幣価値として評価することが難しいサービスや労働を促す動機づけになることか
ら、地域経済の活性化とともに地域内の相互扶助的な連帯感を高める手段として有
効に活用します。
大量生産・大量消費・大量廃棄型から循環型の経済システムへの転換が求められ

ており、「環境」問題に対応した経営を促進するため、環境に配慮した技術や資源循
環型製品の開発に取り組む企業を積極的に支援します。また、青山高原にある風力
発電をはじめ、太陽エネルギーや*バイオマスエネルギーなど、自然環境や農林業を
有効に活用した、環境にやさしい新エネルギーの開発と利用
を促進します。
さらに、２１世紀は生活の質の向上に重点が置かれ、「健康」

に関するニーズは今後さらに高まるものと予想されることか
ら、医療・健康・福祉産業を２１世紀の*リーディング産業と
して位置付け、企業誘致や地元中小企業の新事業展開を積極
的に支援します。

当地域は、豊かな自然環境に加えて、歴史的な遺産や伝統的な文化など、多くの
地域資源を有しています。このため、地域資源の潜在的な価値を再認識するととも
に、土地利用の方向性を各地域の特性に応じて区分し、保全を図ることで有効に活
用していきます。
地域に点在する集客交流資源を最大限に有効活用するためには、当地域を訪れる

人びとの視点から捉え直したうえで、連携やネットワーク化を進める必要がありま
す。このため、それぞれの集客交流資源を独自の個性ある“特区”として集中的に
支援するとともに、関連性のある“特区”を一つにつなぐような戦略的なストーリ
ー性やテーマ性を持たせます。そして、そのストーリーやテーマごとに連携させた

集客交流資源を、さらに連鎖的に結びつけることで新
市そのもののブランド化を図り、地域全体の*ポテン
シャルを高めます。
また、訪問者を温かく受け入れるために、*ホスピ

タリティの浸透を地域全体で図り、滞在型の観光や
*リピーターが期待できる地域づくりを進めます。

中心市街地については、*モータリゼーションの進展にともなう生活圏の拡大等に
より空洞化が進行しています。このため、空き店舗や遊休地については、商業機能
の集積地としての再生を検討するだけでなく、コミュニティ・ビジネスを展開する

*

*



ためのオフィスや起業者の*インキュベーション施設への転用、単身者や高齢者向け
の居住施設の建設など、多様な主体が交流できるような環境を整備することで、活
性化を促進します。
地域内交流を促進するためには、特に東西軸と比較して遅れている南北軸の交通

基盤を整備し、圏域内を３０分程度で移動できるように交通アクセスを改善していく
必要があります。南北軸を整備することにより、大阪・名古屋だけでなく、福井・
和歌山といった東西南北の結節地域として、交流の中心的な役割を果たす可能性が
あります。
また、高齢化の進展を踏まえ、ドアtoドアの交通手段に対する需要が見込まれる

ことから、*ＮＰＯ等が運営する*コミュニティバスやタクシーなど、新しい地域交
通システムの導入を検討します。さらに、環境への関心が高まるなか、先進国では
マイカーの利用を適度に抑え、公共交通機関の充実を図った都市計画が数多くみら
れますが、当地域においても検討していくことが必要です。
このため、鉄道においても環境負荷が低く、効率的なまちづくりを進めるという

観点から、関西本線の電化・複線化、近鉄の複線・広軌化を推進していきます。
地域外との交流については、奈良・京都・滋賀との回廊的な広域連携軸を形成す

るとともに、「伊賀は関西」という考えのもと、地域の*アイデンティティを堅持し
つつ、集客交流を図るうえでの重点目標として*関西戦略を積極的に推進します。
人びとの意識が「もの」から「心」の豊かさを重視する傾向に変化してきており、

「やすらぎ」や「ゆとり」を求める都市住民が増加しています。このため、農林業体
験や農林産品の産地直売、森林浴や避暑的な利用など、多彩な*グリーンツーリズム
のメニューを都市住民に対して積極的に提案することにより、都市との交流を活発
化させます。
また、都市との共生は、流域の自然環境や水質保全の観点からも求められており、

下流域で生活する都市住民との協力や連携により、森林の水源かん養能力を保持す
る取り組みを行います。

*ＣＡＴＶ網等の情報通信基盤が整備されたことから、電子市役所の構築と地域の
情報化を実現し、インターネットを活用したコミュニケーションや交流を促進しま
す。また、いつでも、だれでも、どこからでもアクセスできるユビキタス社会の到
来を踏まえた、行政サービスやまちづくりへの取り組みも行います。
地域の情報を住民、ＮＰＯ、ボランティア、事業者、行政など、多様な主体が共

有し、活用していくためのホームページの開設と情報内容の充実を図り、地域活動
への住民参加や活性化を促進します。
また、住民サービスの向上、行政の効率化等の観点から、インターネットを活用

した「*地域イントラネット」を構築し、教育、行政、福祉、医療、防災など、様々
な分野において双方向の情報通信サービスを推進します。
*ＩＴや情報通信基盤の整備とともに、農村部においても*ＳＯＨＯなど、多様な

就業形態が普及しつつあることから、自然豊かな住環境のもとで起業・就業を希望
する都市住民のニーズへの対応や定住を促進するため、地域内における*マイクロ・
ビジネスを支援します。

当地域には外国人が多く在住しており、地域内における国際交流を促進するため
には、互いに異なる食文化を含めた伝統的な文化、歴史的背景、価値観等を同じ住
民として理解し、尊重し合う必要があります。このため、外国人が暮らしやすい環

*



境を整備するとともに、地域住民とふれあうことのできる*コミュニティ活動等への
参加を促すことで、外国人と共生できる地域社会の形成に努めます。
地域の文化や歴史に対する理解を深めてもらうために、「松尾芭蕉」、「忍者」など、
世界的に通用する当地域らしさ、独自性を積極的に情報発信する一方、受け入れ体
制を充実させ、外国人が訪れたくなるような世界に開かれ、世界に認知されるまち
づくりを推進します。
さらに、*ボーダレス化や*グローバル化の進展が加速するなかで、住民一人ひと

りが自分の言葉や文化を失わず、国際交流に理解を深め、国際感覚を養う必要があ
ることから、新しい時代にふさわしい人材の育成を推進するとともに、*ＮＰＯやボ
ランティアなど、住民が主体となって行う国際交流活動を支援します。



新市は、独自の歴史・文化を有し、関西圏と中部圏の結節点に位置するという大
きな可能性をもっています。本計画では、こうした地域資源や地理的条件等を有効
に活用して特色あるまちづくりを進めるとともに、住民自治がシステムとして取り
入れられることとなっています。
三重県は、新市の自主性・自立性の尊重を基本に役割分担を明確にして、「ひとが

輝く　地域が輝く」まちづくりに向けた新市の取り組みを積極的に支援します。

地方分権の動きのなかで、新市との協議に基づき新市の分権・自立を支援します。

市民が、それぞれの地域において安心していきいきと暮らせるよう、市民が主役
となった保健福祉の取り組みを促進するとともに、地域医療の充実に努めます。

木津川の源流域に位置する当地域の生態系や自然景観に配慮した環境づくりを推
進するとともに、水資源の確保を促進します。また、安全かつ安心して快適に暮ら
せる地域づくりに努めます。



活力ある地域社会を築くため、交流基盤の整備を促進するとともに、地域の特性
を活かした農林業、伝統産業、観光の振興とメディカル企業の誘致等により産業を
活性化します。



市町村の合併による行政サービスの向上と効率化を支援するため、次の箇所の道路
整備を進めます。

一般国道２５号　 〔服部橋〕 （上野市北平野）
一般国道４２２号　〔三田坂バイパス〕 （上野市諏訪～三田）
都市計画道路　　伊賀上野橋新都市線　　　（上野市丸之内～恵美須町）
主要地方道　　　上野大山田線　　　　　　（上野市喰代）
一般県道　　　　上野島ヶ原線　　　　　　（上野市枡川～上郡）
主要地方道　　　上野南山城線　　　　　　（上野市白樫）
主要地方道　　　上野名張線　　　　　　　（上野市上神戸）
一般県道　　　　枡川青山線　　　　　　　（上野市比自岐～青山町下川原）
一般県道　　　　伊賀甲南線　　　　　　　（伊賀町下柘植）
一般県道　　　　島ヶ原停車場観菩提寺線　（島ヶ原村町～中村）
主要地方道　　　伊賀信楽線　　　　　　　（阿山町西湯舟～川上）
一般県道　　　　上友田円徳院線　　　　　（阿山町中友田）
一般県道　　　　伊賀甲南線　　　　　　　（阿山町中友田～西湯舟）
主要地方道　　　伊賀青山線　　　　　　　（大山田村中馬野）
主要地方道　　　松阪青山線　　　　　　　（青山町阿保）
主要地方道　　　松阪青山線　　　　　　　（青山町阿保～種生）
主要地方道　　　松阪青山線　　　　　　　（青山町腰山）
主要地方道　　　松阪青山線　　　　　　　（青山町霧生）
主要地方道　　　青山美杉線　　　　　　　（青山町阿保～種生）
主要地方道　　　青山美杉線　　　　　　　（青山町小川内～出合）
主要地方道　　　名張青山線　　　　　　　（青山町種生）
一般県道　　　　種生奥鹿野線　　　　　　（青山町老川）
主要地方道　　　伊賀青山線　　　　　　　（青山町滝～妙楽地）



各市町村に点在する公共的施設の統合整備については、効率的な公共的施設の活
用や整備・運営を進めていく必要があることから、住民生活に急激な変化を及ぼさ
ないよう十分配慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、財政事情等を考慮しなが
ら整備していくことを基本とします。
特に、新たな公共的施設の整備に当たっては、既存の公共的施設の有効利用等に

ついてまず検討し、既存施設では機能しない場合に限り整備することとします。ま
た整備に当たっては行財政運営の効率化はもちろん、事業の効果や効率性、施設の
維持管理経費や管理方法等について十分に議論し、その情報を住民に公開して、そ
の意向を含めた総合的な判断のもとで、新市全体として均衡ある発展と住民の福祉
の向上に最大限配慮した整備に努めるものとします。
新市の本庁舎については、当面の間は既存施設を使用しますが、将来は、住民の

利便性等の総合的な視点から新たな設置について検討することとし、合併後の行政
改革や地域内分権を進めることで機能や活用面で「小さな本庁、大きな支所」とし
ていきます。



財政計画は、建設計画に定められた施策を計画的に実施していくため、今後の財
政見通しを明らかにするとともに、長期的展望にたって限られた財源の効率的な運
用を図り、適切な財政運営を行なうために策定するものであり、新市の財政運営の
指針となるものです。
計画期間は１０ヵ年ですが、合併特例債の償還が長期に及ぶことや交付税の算定特

例が合併後１５ヵ年あることから、特例措置が終了した後も健全な行財政運営が持続
できるよう計画します。
また、原則として現行制度が継続されるものとし、特例的措置や経済情勢等も考

慮して計画を策定します。
なお、財政計画については普通会計（公営企業会計、収益事業会計以外の会計を

合算した会計区分）ベースで計画したものです。

▼主な内容は次の通りです。

地方税については、今後の経済情勢や人口の見通しを踏まえ、過大に見積もるこ
とのないよう現行制度を基本として算定することとし、不均一課税特例については、
調整方針に基づき推計しています。

普通交付税については現行制度に基づき、合併による普通交付税の特例により算
定し、合併特例債に係る交付税措置を見込んでいます。

使用料及び手数料については、過去の実績等により推計しています。

分担金及び負担金については、過去の実績等により推計しています。

国庫支出金及び県支出金については、三位一体改革を基に推計し、合併に係る財
政支援（合併市町村補助金・合併支援特別交付金）を含めて算定しています。

地域振興を目的とする「合併市町村振興基金」の繰入を見込むとともに年度間調
整財源である財政調整基金等の繰入及びその他特定目的基金の活用を図り、繰入を
見込んでいます。

新市建設計画事業に伴う合併特例債、通常地方債に加えて、現行の地方財政制度
を基に、減収補てん債、臨時財政対策債等を見込み推計しています。



合併による特別職員、議会議員数の減少に加えて、合併後の退職者の補充を抑制
することによる一般職員の減少を見込み推計しています。

過去の実績等を参考にするとともに、管理部門の合理化等、合併効果を勘案し推
計しています。

合併によるサービス水準の向上や少子・高齢化への対応等を見込み推計していま
す。

過去の実績等により算定し、さらに、行政改革や調整方針等による補助金等の見
直しについても見込み推計しています。

構成市町村の合併年度までの地方債に係る償還額及び新市建設計画事業等に係る
合併特例債、通常地方債に係る償還見込額を推計しています。

合併後の地域振興を目的とする「合併市町村振興基金」の積立を見込むとともに、
財政調整基金、減債基金への積立を見込み推計しています。

過去の実績等により、国保・老保・介護保険事業会計に係る経費及び下水道事業
等収益事業会計への繰出金を見込み推計しています。

新市建設計画の主要事業に係る経費及びそれ以外に予想される普通建設事業費を
見込み推計しています。



 





合併特例法に基づき市条例で設置する。現在の市町村単位に１０年間を限度に設置
できる。

上記の地域審議会を現在の市町村より細かな単位（小学校区～中学校区）に設置　
し、委員を住民が選挙などにより直接選出し、市長が任命する制度を想定。
次の住民自治組織が設置されるまでの間、地域住民の声を市行政へ反映させるた
めの制度として市条例により暫定的に設置されるもの。

伊賀地区の合併協議で検討されている各地域の住民自治組織。小学校区単位（旧
村単位）を基本に住民の総意により一定要件を踏まえて設立するもの。
*ＮＰＯ法や中間法人法などによる法人化も可能であるが、現段階では任意団体
とし、市条例による独自の認定制度や登録制度により設置を位置づける。

上記の住民自治協議会に法人格を持たせたものを想定。地方自治法の改正があっ
た場合に、市が認定した任意団体を法人として格上げし、財産取得や対外的な業
務も行えるようになる。

…AからDまでの組織の設置根拠。
※Dのように特別地方公共団体に法人格を持たせる場合は地方自治法の改正が必要。

…行政組織の一部ではなく独立しているか。
）…組織の意思決定が地域住民を代表したものか。

…「議会」の場合は議員を直接選挙で選出する必要がある。

「議員」は住民による直接選挙で選出。「役員」の場合は地域住民総会などで選出。

組織の事務局を有しているか。行政機関の場合は行政が事務局役となる。
住民自治協議会や特別地方公共団体の場合は、独自に事務局を自治センター内な　
どに常時設置し、事務職員も配置。 ※行政職員の派遣はなし。



当該地区における市の施策について、市長からの諮問に応じて意見を述べること。
拘束力は無い。

当該地区における市の施策について、市へ提案･勧告すること。

当該地区で自ら行うまちづくり施策等に関し、自らが決定できること。
組織の構成メンバー（最終意思決定をする役員等）が、地域住民により選出され　
ている必要がある。

当該地区で行われる行政事務に関し、住民生活と関わりが深いものは、あらかじ
め地区の同意を必要とするもの。

（例）
a. 地区の同意を得て行政が実施できるもの
・都市計画の地区計画　　
・地区内の生活道路の維持管理･修繕（箇所付けや順位など）
・一定規模以上の開発･建築　など　　
b. 地区の決定が行政の決定となるもの（但し詳細については双方の合意が必要）
・自治センターの管理運営
・*コミュニティ広場の維持管理　　など

自ら事務や事業を実施できること。
「給付事務」はイベントの実施やサービスの提供などであるのに対し、「規制事務」
は地域住民に何らかの制約を加えるものを指す。

自ら規律を設けること。
一般的には規約等による地域住民自らを律するものである。

「課税機能」は、法的な根拠がなければ無い。
「市からの支援」は、一般的に行政事務の委託等により必要経費が措置
されるもの。
「会費徴収」は、団体が構成員から徴収するものである。



１.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会
の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動
を行っていると認められること。

２. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
３.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、
その相当数の者が現に構成員となっていること。その区域に住所を有する個人の
加入を拒んではならない。

４.規約を定めていること。（目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格、
代表者、会議、資産）

５. 地縁団体を行政組織の一部としてはならない。
６. 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的扱い
をしてはならない。

７. 特定の政党のために利用してはならない。

１. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。（１７分野）
２. 営利を目的としないこと。
３. 構成員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
４. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること。
５. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
６. 暴力団又は、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
７.１０人以上の構成員を有するものであること。

（例）自治会、同窓会、サークルなど非公益かつ非営利目的の団体。
１.社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配すること
を目的としない社団。

２.定款の作成。（目的、名称、基金、公告方法、社員の氏名・住所、事務所の所在地、
社員の資格など）

３. 設立時における基金の総額は３００万円以上。

地域内事業の検討、審査、決定、地域づくり事業計画の策定、事業実施、決算、
監査、評価、報告及び公開が行える組織を設置し、市長へ届出。
・交付金の交付は市内１４の地区公民館単位であり、地域づくり委員会もこの単位で　
設置。

町内の６地区公民館単位で組織する地域活性化団体であり、地域活性化計画の策
定のために設置。
役員として委員長、副委員長、会計を設ける。
規則を定めること。（目的、会計処理のほかは特に制約なし）
・計画策定後は、実行組織を組織化。

*



「今後の地方自治制度のあり方についての中間報告」
基礎的自治体における住民自治充実のための新しい仕組み

合併の有無にかかわらず、（２）のいずれかのタイプを小・中学校区単位など　
で任意に設置できる制度を検討。（地域の自主性を尊重し、法律で定める事項は
最小限）

英国の地方自治法により市町村内に住民自治組織Parishの設置が可能。
自治組織と準行政組織を兼ねている。
・設置単位…自治会～旧町村単位（規模にバラツキ）
・議決機関…有権者２００人以上のParishでは議会の設置が義務付け。

任期４年、議員数５人以上、無報酬。
・執行機関…議決機関の互選（議員内閣制）、合併により設置の場合は旧町村役場を　

事務所にしている。
・財　　源…独自に課税権を有する（市税に上乗せして徴収）
・権 限 等…当該地区で行われる行政事務の受託

当該地区内に設置の公共施設の維持管理
都市計画や当該地区における市事業の相談を受ける権利　　　など

各州法により一定規模以上の市内に行政区Bezirkeの設置が義務付け。
自治組織と行政の地域機関を兼ねている。以下はノルトライン・ヴェストファーレ
ン州の事例。
・設置単位…小学校区単位が基本
・議決機関…公選法により１１～１９人の議員を選出。任期５年。

有償議員とボランティア議員とで構成。
・執行機関…議決機関の互選（議員内閣制）、市が区役所を設置。
・財　　源…行政から予算を配分。
・権 限 等…当該地区で行われる行政事務の執行及び優先順位の決定。

当該地区内に設置の公共施設の維持管理
市議会（行政）への提案権、当該地区にかかる重要な事務の聴取権など



近年では、
①交通機関や情報手段の発達による生活圏域の拡大
②新しい住民比率の増加
③生活様式の変化や価値観の多様化　　などにより、
地域の抱える課題も青少年育成や環境問題、高齢者福祉への取り組みなどが広域化･
多様化しつつある。
こうした課題に対応していくためには、より広い地域との連携や他の活動団体と

の連携などにより、大きな視野に立ったまちづくりが必要であり、小さなエリアの
単位自治会による活動だけでは困難な状況にある。
また、一般に自治会組織への加入は世帯単位であるが、小学校区単位の*コミュニ

ティ活動の場合は個人単位であり、個人やグループ、ボランティアの活動を通し、
全体の活動の広がりと多様性を生み出すことができる。
自治会は、近隣地域における最も身近で基礎的な住民団体であり、住民の親睦や

身近な防犯･防災活動、相互扶助活動が主体となったコミュニティ活動の基本的な部
分を担っており、地域にとって欠くことのできない存在である。
基本的には、自治会は住民自治協議会の中核となるものの、住民自治協議会と自

治会が相互に連携し、多様な課題に取り組む場合も多くなることが予想され、その
相互の役割も重要になると考えられる。

【コミュニティ範域と地域活動】…先進事例より整理



地域審議会は、旧市町村の区域ごとに、新市長の諮問により審議または意見を述
べる機関であり、合併後１０年間に限り設置できる。合併協議により、必要があれば
全ての市町村又は特定の市町村に設置される。
地域審議会の任務については、地域の実情に応じて、それぞれ判断されるが、一

般的には次のような事項が想定される。また、構成員の定数、任期、任免その他の
地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村間で協議
し決定される。

・市町村建設計画の変更
・市町村建設計画の執行状況（定期的なもの）
・当該区域を単位とする地域振興のための基金の運用
・基本構想・各種計画の策定・変更

・市町村建設計画の執行状況（臨時的なもの）
・公共的施設の設置・管理運営
・福祉、廃棄物処理、消防等の対人的施策の実施状況



上野市、阿山郡伊賀町、阿山郡島ヶ原村、阿山郡阿山町、阿山郡大山田村及び
名賀郡青山町（以下「１市３町２村」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律
第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法
律第６号）（以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づき、合併協議会を設
置する。

この合併協議会の名称は、伊賀地区市町村合併協議会（以下「協議会」という｡）
とする。

協議会は、次に掲げる事務を行う。
（１）１市３町２村の合併に関する協議
（２）法第５条の規定に基づく新市建設計画の作成
（３）前２号に掲げるもののほか、１市３町２村の合併に関し必要な事項

協議会の事務所は、三重県上野市四十九町２８０２番地三重県上野庁舎内に置く。

協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

会長は、１市３町２村の長が協議により、第８条第１項の規定に基づき委員と
なるべき者の中から、これを選任する。
２　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
３　会長は、非常勤とする。

副会長は、１市３町２村の長が協議により、第８条第１項の規定に基づき委員
となるべき者の中から、これを選任する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副　
会長のうちからあらかじめ１市３町２村の長が協議して定めた者が会長の職務
を代理する。
３　副会長は、非常勤とする。

委員は、次に掲げる者をもって充てる。
（１）１市３町２村の長
（２）１市３町２村の議会の代表　　　各１名
（３）参事会の代表１名
（４）三重県伊賀県民局長
（５）１市３町２村の長が協議して定めた識見を有する者　　　７名以内
（６）１市３町２村の長が協議して定めた学識経験を有する者　　　２名以内
２　委員は、非常勤とする。



協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。
２　委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招
集しなければならない。
３　会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委
員に通知しなければならない。

会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
２　会長は、会議の議長となる。
３　第８条第１項第１号、第２号、第３号及び第４号の委員が欠席のときは、あら
かじめ委員の指名した者が代って出席することができる。
４　会長は、必要に応じて会議に関係市町村職員等を出席させ、説明又は意見を求
めることができる。
５　前４項に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、
会長が会議に諮り別に定める。

協議会は、その事務の一部について調査及び審議等を行うため、小委員会を置
くことができる。
２　小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

協議会の広報及び人事並びに組織に関することを協議又は調整するため、協議
会に参事会を置く。
２　参事は、１市３町２村の助役をもって充てる。
３　参事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

協議会に提案する必要な事項について協議又は調整を行うため、協議会に幹事
会を置く。
２　幹事は、１市３町２村の長が当該市町村関係職員の中から指名する。
３　幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
２　協議会の事務に従事する職員は、１市３町２村の長が協議して定めた者をもっ
て充てる。
３　事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

協議会に要する経費は、１市３町２村が協議して負担する。

協議会の出納は、会長の属する市町村の監査委員に委嘱して監査する。
２　前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を協議会に報告しなけ
ればならない。



協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属す
る市町村の例により、会長が別に定める。

協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために
要する費用弁償を受けることができる。
２　前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定める。

協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、
会長であった者がこれを決算する。

この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り
別に定める。

この規約は、平成１５年４月１日から施行する。



伊賀地区市町村合併協議会規約（以下「規約」という。）第１１条第２項の規定
に基づき、伊賀地区市町村合併協議会（以下「協議会」という。）に小委員会を設
置する。

小委員会は、協議会から付託された事項について調査又は審議をする。

小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長（以下「会長」という。）が協議
会の委員のうちから指名する。

小委員会に、委員長１名及び副委員長若干名を置く。
２　委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選による。
３　委員長は、会務を掌理し、小委員会を代表する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職
務を代理する。

小委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長はその会
議の議長となる。
２　会議は、小委員会の委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。

小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。

委員長は、小委員会の調査又は審議の経過及び結果について、会長に報告しな
ければならない。

小委員会の庶務は、規約第１４条第１項に規定する協議会の事務局において処理
する。

この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。
















